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物質

　REACH規則第3条に、それぞれの用語の定義があります。

まず、「物質」（substance）とは、自然の状態またはあらゆる製造プロ

セスから得られる化学元素の化合物で、安定性を保つのに必要なあらゆる

添加物や使用するプロセスから生じるあらゆる不純物が含まれます。登録

は物質単位で行います。物質中の個々の成分に分けて登録する必要はあり

ません。

　REACHでは物質の名称を、次の基準で決定します（表1）。

混合物

　「混合物」（mixtures）とは、2つまたはそれ以上の物質からなる混合

物（または溶液）をいい、化学反応をともなわず混合されて得られた混合

物（または溶液）です。CLP規則（（EC）No 1272/2008）の発効に

より、REACH規則の「調剤」という用語は、「混合物」に修正されました。

なお、合金も混合物とされます。
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表1　物質名称決定の基準
準基別種

単一成分物質 主成分物質が80%以上の物質の名称

多成分物質
反応生成物の成分がいずれも80%以下10％以上の場合、成分
物質の名称を含率の多い順番に列挙

UVCB物質 化学組成が特定できない場合、原料物質とプロセスなどで定義
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成形品

　「成形品」（article）とは、生産時に与えられる特定の形状、表面また

はデザインがその化学組成よりも大きく機能を決定する物体をいいます。

REACHガイダンス「成形品中の物質への要求に関する手引」の附録3で

は、材料が物質、混合物または成形品とみなされるかどうかを判定する際

の支援方法について例示しており、以下の例が解説されています（図1）。

　図のボーキサイトは天然物質で登録は不要ですが、ボーキサイトから抽

出されたアルミナ、アルミニウムは、それぞれ登録対象の物質です。アル

ミニウム合金とインゴットは混合物、圧延・押出を施したシートコイルや

その軽加工品は成形品とみなされます。

判断に際しての留意点

　EUの法規制では自主的な判断が要求されます。ガイダンスや各種情報

を踏まえて自社製品が何に該当するか、自主的に決定することが要求され

ます。自主的判断の論理性は記録しておき、当局との見解が分かれたとき

に提出できるようにしておくことが重要です。

図1　アルミ製品の物質、混合物、成形品の区分け判断図1　アルミ製品の物質、混合物、成形品の区分け判断
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第一段階の登録期限（2010年11月30日） へのカウントダウン開始！

REACHご担当者や入門者に最適の実務書、

松浦 徹也・林 譲　編著　化学物質法規制研究会　著

A5判・単行本・208頁（予定）　定価 本体2,000円＋税

EUに直接輸出をしていなくても、自社製品を用いた製品が輸出されている企業は、結果的に対応を
余儀なくされるEUの環境規制「REACH規則」。特にサプライチェーン間での情報伝達への対応に
苦慮されている企業が多いようです。本書は、具体的な企業対応の理解に最適の一冊です。

本書で「誰が・いつまでに・どのような対応が・なぜ必要なのか？」がわかる！！

▶サプライチェーンにおけるポジションによってそれぞれ異なる義務や、「登録」「リスク

　評価」「認可」「制限」の各段階で日本企業が直面する課題と判断基準を提示

▶海外環境規制情報サービス『World Eco Scope』

　（第一法規提供、https://www.ecobrain-wes.com/） に実際に寄せられた質問を

　ベースにした88のQ&Aを収録

▶REACHご担当者はもちろん、REACHの概略を知りたい入門者にも最適
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